
新型コロナウイルス感染症
に関するお知らせ

コロナに
負けない

富士見町の

緊 急 経 済 対 策
～　みんなで富士見を元気にしよう　～

第2弾

　6月の第1次経済対策に引き続き、コロナウイルス感染症に対する第2次経済対策を実施します。
　世帯と事業者に対して、感染予防と経済の両面に対応する施策となっており、地方創生臨時交付金およそ3億円を
活用した緊急経済対策です。

　第1次対策で行った「持続化給付金追加支援」や「住宅リフォーム補助拡大」などの事業も継続して
行っています。詳しくは町ホームページ（https://www.town.fujimi.lg.jp/page/copid19-info-new.html）
をご覧いただくか、担当係までお問い合わせください。

世帯・個人への支援

事業者と町民を応援するため、1人あたり6,000円分の応援振興券を追加で配布事業者・町民応援振興券

保育料・給食費の還付

令和2年4月1日以降に生まれたお子さんを育てる子育て世帯に祝い金を給付
・4月1日から4月27日に生まれた児童：1万円
・4月28日から令和3年3月31日に生まれた児童：11万円

臨時特別出産祝い金

5月2日以降ひとり親世帯になった方に対象児童1人につき3万円を給付ひとり親世帯臨時特別給付金

町内小中学校の卒業生4人以上が参加する同級会に係る費用について
1人あたり1,000円を給付（年度内に３回まで申請可能）町内で行われる同級会支援

企業・法人・事業者への支援
「信州富士見町グルメサミット」による飲食店のメニュー紹介のほか、商店等
を紹介するチラシの作成経費等について支援町内飲食への店支援

介護保険事業所を運営する法人、障がい福祉サービス事業所等を運営する法人
に対して、感染拡大防止対策のための奨励金を交付福祉・医療事業所への支援

町内の道路・河川整備業務の発注によって、コロナウイルスにより痛手を受け
た２大リゾートでの雇用継続を支援雇用の継続を支援

今後の第2波、第3波への備えとして、医療機関、薬局・施術所に対して、感染
症拡大防止対策のための補助金を交付医療機関等への支援

就労機会を失った町内事業者に対して、町の社会教育施設での雇用を創出雇用の創出

保育料・給食費の還付 発熱外来を自ら設置した医療機関の従事者へ奨励金を給付医療従事者への支援

その他 関連施設などの整備

「１人１台端末」を整備し、学校におけるICT教育環境や、臨時休校等の緊急時
においても、子ども達の学びを保障できる環境を整備GIGAスクール環境の整備

子育て支援施設や子どもの居場所づくり事業実施団体での感染拡大を防止する
ため、マスク等の物品の購入や感染防止対策を支援子育て支援施設の整備

町内の保育園、小中学校において、網戸を整備することで十分な換気を行える
よう整備保育園・学校の整備

第2波・3波に備え対策用品を備蓄するほか、台風発生などによる複合災害に備
え、防災ステーション等を建設複合災害に備えた環境整備

来庁をためらう妊産婦や乳幼児を抱える家族、自粛により来庁できない事業者
等との相談や会議を円滑に実施するため、保健センターおよび役場内のWi-Fi環
境の整備

役場施設の整備
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